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医療機関等の施設・設備整備に係る補助金の要望調査について（令和８年度実施分） 

 
  

 本県の保健医療行政の推進につきましては、格別の御理解と御協力を賜り厚くお礼申し

上げます。 

 さて、このことについて、令和８年度の予算編成の参考とするため、医療機関等の施設・

設備整備に係る補助金の要望を把握したいので、貴院において要望があれば、次により書

類の提出をお願いします。 

 なお、本県では財政状況等を鑑み、県費負担が必要となる事業について事業内容を厳格

に審査し、県内の医療提供体制を確保する上で真に必要と認められる事業のみ予算計上す

る方針としていますので、あらかじめ御了承ください。 

 また、補助金交付要綱に記載する事業内容の変更や廃止もあることから、本要望調査は

必ずしも予算化を約束するものではないことを申し添えます。 

  

記 

 

 

１ 対象事業  医療施設等施設整備事業【別紙１】 

        医療施設等設備整備事業【別紙２】 

 

２ 提出書類  施設整備計画書【様式１（１）】 

        設備整備計画書【様式１（２）】 

        （※補助事業単位ごとにシートを分けて作成してください） 
 

３ 提出期限  令和７年８月２２日（金）１７時 

 

４ 提出方法  様式を下記ホームページからダウンロードの上、担当者あてにメールで 

     提出してください。 

（※要望がない場合、連絡は不要です。） 

                岡山県ＨＰ：https://www.pref.okayama.jp/page/detail- 71171.html 

        提出先：mayuko_itagaki@pref.okayama.lg.jp 
５ 留意事項  

（１）要望する事業は、当該補助金の趣旨に合致し、かつ、経済的・効率的な内容として
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ください。 

 

（２）事業計画の策定にあたっては、各実施要綱等を遵守し、事業の執行において内容が  

  大幅に相違することがないよう、十分に検討してください。 

 

（３）医療介護総合確保基金による事業については、本照会により提出することはできま

せん。 

 

（４）貴院の要望が地域医療構想との整合性を図る必要があると判断される内容の場合に

は、別途、協議させていただく可能性もありますので、あらかじめ御了承ください。 

 

（５）施設整備については、土地や資金の確保、関係法令（医療法、都市計画法、建築基 

  準法等）について計画段階において十分に調整してください。 

 

（６）各市町村医療担当課あてには別途照会しています。 

 

６ 上記計画書の提出後、各事業担当から事業内容を照会する場合がございますので、次

の書類の準備をお願いします。（事業の内容によっては、県庁においてヒアリングを実

施します。） 

   

施設整備：事業費の内訳、補助事業の要件に合致することを示す書類（例：耐震診断

の結果等）、計画図面（整備前、整備後）等事業の内容について説明する

ために必要な資料 

設備整備：事業費の内訳、カタログ等事業の内容について説明するために必要な資料 

   

７ 調査票の記載に当たっては、必ず「実施要綱」「交付要綱」で詳細をご確認ください。 

  （岡山県ＨＰ：https://www.pref.okayama.jp/page/detail- 71171.html） 

    

８ 補助事業の流れについてご確認をお願いいたします。 

 

 

 

〒700-8570  

  岡山市北区内山下２丁目４番６号 

  岡山県保健医療部医療推進課  

    地域医療体制整備班 板垣  

E-mail： mayuko_itagaki@pref.okayama.lg.jp 

※メールでのお問い合わせにご協力ください。 

TEL：(086)226-7084 

 

https://www.pref.okayama.jp/page/detail-%2071171.html

